
インターネット受講のみ

千葉県税理士協同組合では下記オンデマンド研修を、

組合員・賛助会員様を対象に無料でご受講いただける施策を実施いたします。

受講料（通常１回9,000円）は当組合が全額負担いたします。お申込・ご受講には研修サイ

ト「日税フォーラム」へのご登録（無料）が必要です。申込方法・視聴方法などの詳細につきましては、

千葉県税理士協同組合HPをご覧いただき、ご受講くださいますようよろしくお願い申し上げます。

会則３時間研修

組合員・賛助会員対象
日本税理士協同組合連合会セミナー「オンデマンド研修」（無料）実施のご案内

受講料無料

＜対象研修会＞
日本税理士協同組合連合会セミナー /  千葉県税理士協同組合共催

【本研修に関するお問合せ】

㈱日税ビジネスサービス研修事務局 TEL 03 ‐ 3340 ‐ 4488
【受講登録について】
配信期間終了後、日本税理士協同組合連合会が一括して申請しますので、ご自身で登録を
行っていただく必要はございません。また、単位登録までお時間を頂戴しますこと、ご了承ください。

テーマ：令和７年版 確定申告の間違えやすいポイント
   ～土地等譲渡と金融商品編～

講 師：柴原 一 氏（税理士）

オンデマンド配信日：2026年1月29日(木)～2026年2月18日(水)＜3週間＞

※申込期限は2/18（水）の17:00までとなります。

 ※1/23(金)に収録したものを、録画コンテンツで視聴できるものです。

＜主な内容＞

★土地建物の譲渡所得について各種特例、特に「居住用財産譲渡の特例（相続空家を含む）」や「事
業用資産の買換特例」、「優良住宅地等譲渡の特例」、「固定資産の交換特例」について解説します。
★「収用された場合の課税関係」については具体例も交えて解説します。
★金融商品に関する税制、特に上場株式や投資信託の課税について、その全体像を解説します。
★配当等については、総合課税と申告分離（申告不要）の有利不利の判定について解説します。
★年間取引報告書の見方について説明します。
★確定申告とあわせて押さえておきたい贈与税のポイントについても整理します。

１．土地建物譲渡関係
●長期譲渡、短期譲渡の場合 ●譲渡収入、取得費、譲渡経費の留意点
●居住用財産の譲渡特例 ●居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
●特定事業用資産の買換特例 ●相続空家に係る譲渡所得の特別控除の特例
●優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
●収用等の5000万円控除及び代替資産を取得した場合の課税の特例 ●土地等譲渡関係Ｑ＆Ａ

２．金融証券税制関係
●はじめに～特定公社債等と上場株式等の一体課税～ ●証券税制のあらまし
●上場株式等の範囲 ●特定口座制度の概要 ●上場株式等の譲渡損失の繰越控除
●配当金に対する課税 ●公募株式投資信託に対する課税 ●公社債等に対する課税
●外国株式・外国債券・外国投信の課税 ●新しいＮＩＳＡ 

３．贈与税関係
●暦年課税贈与と各種特例 ●相続時精算課税贈与と留意点

＜講師より＞
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